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１．社会モデルの考え方からみた「障害」の表記の在り方

○結論

「障害」を使用することが現段階では、適当である。
○理由

「障害者権利条約（以下、権利条約）」の英語の原文では、障害を、視覚、聴覚、肢体等の機能不全等を意味する「Impairment（機能障害または、機能不全）」と表記するとともに、機能障害等によってその人の生活や行動が制限・制約されることを「Disabilitie（社会的不備または社会的障害）」と表記している。

これは、障害者の社会参加の制限や制約の原因が、個人の属性としての「Impairment」にあるのではなく、「Impairment」と社会との相互作用によって生じるものであることを示している。そして、その表記として使用されているのが「Disabilities」である。

そして、障害者を権利条約では、「Persons　with　Disabilities」と表記し、「Impairment」のある人々は、その中に含まれると規定している。
以上の内容を踏まえ、現在、検討課題となっている「Persons　with　Disabilities」を日本語で表記することについては、これまでの議論とさきに内閣府が実施した調査結果を踏まえ、「障害」を使用することが適当である。

なお、「障害」を含め、各表記に関する現段階の評価は、以下のとおりである。
２．現在の見解―「障害」「障碍」「障がい」「しょうがい」「チャレンジド」等に対する意見

（１）「障害」について

○結論
上記１のとおり、現段階では、適当な表記である。
○理由

障害者は、自らが「差し障り」や「害悪」をもたらす存在であるとは、思っていない。また、多くの障害者は、社会にある多くの障害物や障壁こそが「障害者」をつくりだしていると思ってきた。そして、そうした社会に存在する障害物や障壁を改善または解消することが必要であると指摘してきた。

したがって「Disabilitie」は、現在、検討されている表記のなかでは、「障害」が最も適切な表記であり、それに準じて「Persons　with　Disabilities」も「障害者」と表記することが適切である。
（２）「障碍」について

○結論

よくわからない。
○理由

「障碍」については、「碍」の文字を障害者の現在の生活実態を社会モデル的視点から表現している意味をもつとの説明があるが、一方では、その語源を、仏教的な視点から極めて個人モデル的であり、ともすれば優性思想につながるのではないかと思われる説明もされてきた。

前者の意味からは、この表記（障碍）は、適切と思われるが、後者の語源からは、不適切であると判断されるかもしれない。
しかしながら、言葉は、そのもともとの意味が時のながれのなかで修正されてきた歴史的事実があることから、この語源にどこまでこだわるかも議論が分かれるかもしれないが、現在、課題とされている「障害の表記」の修正理由を考慮すると、新たに「障碍」の表記が取り入れられた後に、同様またはそれ以上の問題の指摘を受ける可能性も否定できない。

以上の理由で「障害」に優先する表記と判断することは困難である。
（３）「障がい」について

○結論

公式の「表記」としては、採用するべきでない。
○理由

「障害」を「障がい」と表記変更をもとめる主な理由は、人に対して「害」という文字を使用することは不適切であるとする理由である。しかし、これは、上記とも関連するが、明らかに「個人モデル」に基づく考え方である。

障害者の生活や活動を制限する「問題（障害）」は、社会にある。それを権利条約は、「Disabilitie」と表現し、社会モデルに基づく視点から障害者を「Persons　with　Disabilities」と表現したのである。

もし、「障がい」へ表記を公式に変更した場合は、権利条約履行のための問題の所在を曖昧にするとともに、今後、障害者基本法で定められる「障害の定義」との整合性も失うことになるといえる。
そして、当事者を中心として構成されている推進会議が、「障がい」の表記を採択するとすれば、第一次意見で示した「個人モデル」から「社会モデル」への転換との整合性にも疑問をいだかざるをえない。
（４）「しょうがい」について

上記の「障がい」と同様である。
（５）「チャレンジド」について
○結論

チャレンジドへの言い換えには、障害当事者としてきわめて大きな違和感があり、今回の例示のなかでも、最も賛成できない表記である。
○理由

チャレンジドは「障害者」を表す新しい米語「the challenged (挑戦という使命や課題、挑戦するチャンスや資格を与えられた人)」を語源とするとされるが、なぜ機能障害がある人だけが「チャレンジド」なのか意味不明である。

障害者への偏見や差別が存在する社会において、障害者だけがなぜそうした障壁の除去に前向きに頑張らなくてはならないのか。

こうした問題は、社会全体で改善するべき課題であり、障害者の頑張りを第一にもとめると受け止めさせるこの表記では、個人モデルを前提とした印象が強く、権利条約定義とは、明確に相反するものであると感じるため。
３．望ましい表記と、その表記による効果、周囲の反応等
○結論

将来的な議論とする。
○理由

権利条約では、「障害」を発展途上の概念としていることから、今後も、社会情勢の変化等によりその見直しは、必要になるかもしれない。

しかし、それは、将来の宿題とし、まずは、権利条約及び第一次意見で示しされた「個人モデル」から「社会モデル」に実質的な転換を障害当事者や関係者自身が体感できる社会へ移行していくことを最優先とするべきである。そして、そのために、障害者基本法改正を第一歩とした国内法制や個別施策の見直し等を、権利条約と当事者及び現場の実態を踏まえながら進めることが必要である。

「障害の表記」については、障害者を取り巻く社会や障害当事者及び関係者の意識等の変化を踏まえてから、改めて議論することが望ましいと思われる。
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